
 
 

（参考資料） 

 

 

 

 

防災業務計画修正 

(案) 

新旧対照表 
 

 

 

令和８年１月  



 
 

－ 1 － 

 

○国土交通省防災業務計画修正新旧対照表                                                                            令和 8年 1月 16日（下線は改正部分） 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

第 5章  南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

（略) 

 

○第１節から第９節では、地震発生からの時間軸を念頭に置き、東日本大震災及

び平成２８年熊本地震、平成３０年大阪府北部地震、平成３０年北海道胆振東

部地震の教訓や実際の対応も参考にしつつ、巨大地震発生直後から概ね７日～

１０日目までの間を中心に、国土交通省として緊急的に実施すべき主要な応急

活動並びに当該活動を円滑に進めるためにあらかじめ平時から準備しておくべ

き事項に焦点を絞って記載している。 

 

（略) 

 

第 1節  初動体制の立ち上げ 

  第 1 活動可能な体制の構築 

 

（略) 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略) 

 

 

第 5章  南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

（略) 

 

○第１節から第９節では、地震発生からの時間軸を念頭に置き、東日本大震災や

平成２８年熊本地震、令和６年能登半島地震等の過去の大規模地震の教訓や実

際の対応も参考にしつつ、巨大地震発生直後から概ね７日～１０日目までの間

を中心に、国土交通省として緊急的に実施すべき主要な応急活動並びに当該活

動を円滑に進めるためにあらかじめ平時から準備しておくべき事項に焦点を絞

って記載している。 

 

（略) 

 

第 1節  初動体制の立ち上げ 

  第 1 活動可能な体制の構築 

 

（略) 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略) 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

・道路及び航路等の啓開体制の構築を図るため、企業等との災害協定の締結や関

係機関との協議会を設置する。 

 

（略) 

 

・確実な初動体制の立ち上げに資するよう、官庁施設の地震対策を推進し、応急

活動に必要な機能を確保する。また、施設管理者による官庁施設の津波防災診

断の推進、津波襲来時の一時的な避難場所を確保するとともに、防災拠点とし

ての機能維持と行政機能の早期回復を図るため、官庁施設における津波対策を

総合的かつ効果的に推進する。さらに、発災時における被害の状況を想定し、

地域防災計画等を踏まえ、施設運用管理上の対策等と連携しつつ、施設整備上

の対策を実施する。 

 

（略) 

 

 

 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが迅速に活動できるよう、事前にＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ予備

隊員を含む、人員の派遣及び資機材の提供を行う体制を整備するとともに、研修

などによる災害対応にあたる人材の育成や実践的な訓練の実施などにより、Ｔ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動の体制・機能の充実・強化を図るものとする。また、高度

な専門性を有するＴＥＣ－ＦＯＲＣＥアドバイザーやＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパー

トナーと一体となって官民で連携して活動する体制の構築を図るものとする。 

 

・道路及び航路等の啓開体制の構築を図るため、関係機関との災害協定の締結や

協議会を設置する。 

 

（略) 

 

・確実な初動体制の立ち上げに資するよう、災害応急対策の活動拠点となる官庁

施設について、防災拠点機能の確保に必要な対策を総合的かつ効率的に推進す

る。また、津波襲来時の一時的な避難場所の確保、行政機能の早期回復を図るた

めの官庁施設における津波対策及び施設管理者による官庁施設の津波防災診断

を推進する。さらに、発災時における被害の状況を想定し、地域防災計画等を踏

まえ、施設運用管理上の対策等と連携しつつ、施設整備上の対策を実施する。 

 

 

（略) 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

（略) 

 

第 3 南海トラフ地震臨時情報への対応 

 

（略) 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

第 2節  避難支援（住民等の安全確保） 

 第 1 建物倒壊や延焼火災、津波からの避難支援 

 

・多重無線装置の未整備箇所への整備、光ファイバ回線の複ルート化、システム等

のセキュリティ強化など、冗長性・ 信頼性の向上を図ることにより、防災対応

業務の継続が可能な環境整備を推進する。 

 

・地方公共団体が津波予報（津波高）に応じた的確な防災対応を実施できるよう

に、堤防等の施設整備状況などの情報提供を行う。 

 

（略) 

 

第 3 南海トラフ地震臨時情報への対応 

 

（略) 

 

○また、定められた地震防災応急対応が確実に実施されるよう、防災訓練を実施

するとともに、広く一般に対して、南海トラフ地震臨時情報が発表された際に講

じられる措置について周知を行うものとする。 

 

○詳細については別に定める「『南海トラフ地震臨時情報』に関する国土交通省の

対応について」等によるものとする。 

 

第 2節  避難支援（住民等の安全確保） 

 第 1 建物倒壊や延焼火災、津波からの避難支援 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

○地震発生直後、震度６強以上の揺れ等により、中部地方や近畿地方の都市部に

おける老朽木造住宅・老朽ビルを中心に、多くの家屋が全壊・半壊となる。特

に、大阪や名古屋の都心部を中心に多く存在する超高層ビルや大型集客施設等

において、長周期地震動による揺れに伴う被害や天井の落下等の被害が発生す

るとともに、造成宅地の崩壊や液状化による建物被害も発生する。また、倒壊

した家屋、工場や店舗等の火気、燃料等から多くの箇所で同時出火し、大阪市

内の木造住宅密集市街地等を中心に、近畿地方で約３９万棟の家屋が焼失する。 

そのため、国土交通省では、住宅・建築物の耐震化や密集市街地の改善整備と

いった事前対策を緊急的に促進することにより地震直後の人的被害を最小限に

とどめ、可能な限り多くの住民等の安全確保や避難を支援する。 

 

○また、地震の強い揺れに伴う斜面の崩壊により家屋の全半壊、歩行者等の被害

等が各地で発生する。 

 そのため、国土交通省では、崩壊による被害が甚大となることが想定される斜

面の事前対策を重点的に促進することにより地震直後の人的被害等を最小限に

とどめ、可能な限り多くの住民等の安全確保や避難を支援する。 

 

 

（略) 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・不特定多数の方が利用する大規模な建築物や避難路沿道、防災拠点となる建築

物等の耐震診断の実施と報告の義務付け、老朽化マンションの建替等、耐震化

の促進を図る。 

○地震発生直後、震度６強以上の揺れ等により、中部地方や近畿地方の都市部に

おける老朽木造住宅・老朽ビルを中心に、多くの建物が全壊・半壊となる。特

に、大阪や名古屋の都心部を中心に多く存在する超高層ビルや大型集客施設等

において、長周期地震動による揺れに伴う被害や天井の落下等の被害が発生す

るとともに、造成宅地の崩壊や液状化による建物被害も発生する。また、倒壊し

た家屋、工場や店舗等の火気、燃料等から多くの箇所で同時出火し、大阪市内の

木造住宅密集市街地等を中心に、近畿地方で約３５万棟の家屋が焼失する。 

そのため、国土交通省では、住宅・建築物の耐震化や密集市街地の整備改善とい

った事前対策を促進することにより地震直後の人的被害を最小限にとどめ、可

能な限り多くの住民等の安全確保や避難を支援する。 

 

○また、地震の強い揺れに伴い急傾斜地の崩壊が発生すると、家屋の倒壊や崩壊

土砂による生き埋め等や、液状化現象による宅地や建物への被害が生じる。 

そのため、国土交通省では、土砂災害防止施設の整備や土砂災害ハザードマップ

の整備、大規模盛土造成地の安全性把握調査及び液状化ハザードマップの作成

等の事前対策を重点的に促進することにより地震直後の人的被害等を最小限に

とどめ、可能な限り多くの住民等の安全確保や避難を支援する。 

 

（略) 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・不特定多数の方が利用する大規模な建築物や避難路沿道、防災拠点となる建築

物等の耐震診断の実施と報告の義務付け、老朽化マンションの再生等、耐震化の

促進を図る。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

（略) 

 

・木造住宅密集市街地等の改善整備に向けて、延焼遮断効果のある道路・公園等

の整備や建築物の不燃化に加え、避難場所や避難路の確保、老朽建築物の除却・

建替、地域の防災活動の支援等に及ぶきめ細やかな取組みを推進する。 

 

（新規） 

 

 

 

・大規模盛土造成地の滑動崩落や宅地の液状化による被害を防止するため、変動

予測調査（大規模盛土造成地マップ及び液状化ハザードマップの作成や対策工

事箇所の特定につながる調査）及び防止対策を推進する。 

 

（略) 

 

・住民等の避難に資するよう、津波警報等及び津波観測情報を引き続き迅速かつ

的確に提供するとともに、海域の地震観測データを活用することによる緊急地

震速報の迅速化・高精度化に取り組む。 

 

・地方公共団体による避難路・避難場所の整備、津波ハザードマップの作成や周

知、防災情報通信ネットワークの整備を引き続き支援するとともに、避難路・

 

（略) 

 

・密集市街地等の整備改善に向けて、延焼遮断効果のある道路・公園等の整備や建

築物の不燃化に加え、避難場所や避難路の確保、老朽建築物の除却・建替、地域

の防災活動の支援等に及ぶきめ細やかな取組みを推進する。 

 

・地震発生時における通電火災対策を含む電気に起因する出火の防止を図るため、

危険性の高い密集市街地について、消防庁等と連携して感震ブレーカーの設置

等の取組みを推進する。 

 

・大規模盛土造成地の滑動崩落や宅地の液状化による被害を防止するため、変動

予測調査（大規模盛土造成地の安全性把握調査及び液状化ハザードマップの作

成や対策工事箇所の特定につながる調査）及び防止対策を推進する。 

 

（略) 

 

・住民等の避難に資するよう、海域の地震・津波観測データも活用しながら、緊急

地震速報、津波警報等及び津波観測情報を引き続き迅速かつ的確に提供すると

ともにその高精度化に取り組む。 

 

・地方公共団体による避難路・避難場所の整備、津波ハザードマップの作成や周知

を引き続き支援するとともに、まるごとまちごとハザードマップとして避難路・
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

避難場所や津波浸水高さ等を道路や河川堤防上等に表示する等、住民等への事

前の情報周知を支援する。 

 

（略） 

 

・避難路となる緊急輸送道路等の防災・減災対策として橋梁耐震対策、道路の斜

面崩落防止対策、沿道建築物の耐震化、避難路・避難階段等の整備、道の駅等

の防災拠点化、木造密集地域対策、液状化対策等を推進する。また、道路の閉

塞、電力の供給停止、住宅・建物の損壊等を防ぐため、無電柱化を推進する。 

 

 

（略） 

 

・海底地形データの提供により、自治体等のハザードマップ等作成を支援すると

ともに、津波の挙動を図示した津波防災情報図を整備・提供することで、平時

における船舶の津波避難対策の検討を支援する。 

 

（略） 

 

・船舶運航者等の海事関係者や海洋レジャー活動者の円滑な避難等を支援するた

め、「海の安全情報」について、より迅速かつ的確な情報発信を行うためのシ

ステムの高度化を図る。 

 

避難場所や津波浸水高さや津波到達時間等を道路や河川堤防上等に表示する

等、住民等への事前の情報周知を支援する。 

 

（略） 

 

・避難路となる緊急輸送道路等の防災・減災対策として橋梁耐震対策、道路の法

面・盛土の土砂災害防止対策、沿道建築物の耐震化、避難路・避難階段等の整

備、道の駅等の防災拠点化、密集市街地対策、液状化対策等を推進する。また、

道路の閉塞、電力の供給停止、住宅・建物の損壊等を防ぐため、無電柱化を推進

する。 

 

（略） 

 

・海底地形データの提供により、自治体等のハザードマップ等作成を支援する。 

 

 

 

（略） 

 

・船舶運航者等の海事関係者や海洋レジャー活動者の円滑な避難等を支援するた

め、「海の安全情報」について、迅速かつ的確な情報発信を行うためのシステム

の高度化を図る。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に所在する港湾（重要港湾以上）に

おいて、港湾の特殊性を考慮した避難計画の策定を推進する。また、津波避難

施設の整備を支援する。 

 

・巨大な津波からの避難を支援するため、津波避難施設の整備を実施。 

 

（略） 

 

第 3  避難者の受け入れ 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・避難場所としての機能を発揮する都市公園やオープンスペースの整備を支援す

る。 

 

 

 

・災害時に、ホテル・旅館等宿泊施設を避難受入施設として迅速に提供できるよ

うにするため、宿泊関係団体等と自治体との協定の締結を促す。 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

（略） 

 

第 3  避難者の受け入れ 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・避難場所としての機能を発揮する都市公園やオープンスペースの整備を支援す

る。これらの施設は、災害時の円滑な利用の観点から、平常時に定期的な施設の

維持管理を行うとともに、日頃から防災関連施設の積極的な活用や普及啓発を

図るものとする。 

 

（削除） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

第 3節  所管施設・事業者における利用者の安全確保 

第 1 列車や航空機等の安全確保 

 

○南海トラフ巨大地震により、東海道・山陽新幹線で軌道の変位等の被害が２０

０～３００箇所で発生し、在来線も津波被害等により広範囲で不通となること

が想定されている。 

 そのため、国土交通省は、鉄道事業者に対し、主要駅や高架橋等の鉄道施設の

耐震対策の実施を指導するとともに、鉄道事業者は列車を安全に止めるための

対策（新幹線においては更に脱線・逸脱の防止）を実施する。また、発災後は、

津波の襲来も念頭において、列車停止後の乗客の安全な避難について万全を期

すよう指導する。 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・被災空港を目的地とする航空機が多数発生した場合においても、状況に応じて

安全に他空港への目的地変更ができるよう対応要領等を策定する。 

 

（新規） 

 

 

第 3節  所管施設・事業者における利用者の安全確保 

第 1 列車や航空機等の安全確保 

 

○南海トラフ巨大地震により、東海道・山陽新幹線で軌道の変位等の被害が発生

し、在来線も津波被害等により広範囲で不通となることが想定されている。 

 そのため、国土交通省は、鉄道事業者に対し、主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐

震対策の実施を指導するとともに、鉄道事業者は列車を安全に止めるための対

策（新幹線においては更に脱線・逸脱の防止）を実施する。また、発災後は、津

波の襲来も念頭において、列車停止後の乗客の安全な避難について万全を期す

よう指導する。 

 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

（削除） 

 

 

・非常時において、空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や

関係機関の役割分担等を明確化した空港の業務継続計画（A2-BCP）の実効性を強

化するための改訂や訓練等を指導する。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

（略） 

 

第 2 主要駅周辺や地下街等での避難誘導支援や帰宅困難者対策 

 

○特に中京・京阪神地区などの大都市においては、地震発生直後、大量の避難者

や帰宅困難者が発生することが想定されている（大都市交通センサスの推計で

は、中京・京阪神地区におけるピーク時の駅滞留者及び鉄道乗車中の利用者の

みで約８０万人と推計されている。）。また首都圏においても、一時的に鉄道

が不通となり、帰宅困難者の発生が予想される。 

 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・地方公共団体や鉄道、バス、船舶事業者等による帰宅困難者等の安全確保が円

滑に行われるよう、事前計画の策定を支援するとともに、これに基づく備蓄倉

庫や一時待機スペース、飲料水・食料等の備蓄、情報伝達施設の整備、避難訓

練などの帰宅困難者対策を促進する。 

 

（略） 

・大規模災害に備え、大量に発生する帰宅困難者等への対応能力を都市機能とし

て事前に確保するため、防災拠点の整備に対して支援を行う。 

 

 

（略） 

 

第 2 主要駅周辺や地下街等での避難誘導支援や帰宅困難者対策 

 

○特に中京・京阪神地区などの大都市においては、地震発生直後、大量の避難者や

帰宅困難者が発生することが想定されている（平日の 12時に地震が発生し、公

共交通機関が全域的に停止した場合、一時的にでも外出先に滞留することにな

る人（自宅のあるゾーン外への外出者）は、中京圏で約 410 万人、近畿圏で約

660万人に上ると想定される。）。また首都圏においても、一時的に鉄道が不通

となり、帰宅困難者の発生が予想される。 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・地方公共団体や鉄道、バス、船舶事業者、その他の地域関係者等による帰宅困難

者等の安全確保が円滑に行われるよう、事前計画の策定を支援するとともに、こ

れに基づく備蓄倉庫や一時待機スペース、飲料水・食料等の備蓄、情報伝達施設

の整備、避難訓練などの帰宅困難者対策を促進する。 

 

（略） 

大規模災害に備え、大量に発生する帰宅困難者等への対応能力を都市機能とし

て事前に確保するため、受入拠点の整備に対して支援を行う。 

 



 
 

－ 10 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・災害時情報提供アプリ「Safety tips」について、緊急地震速報及び津波警報、

気象特別警報、噴火速報をプッシュ型で通知できる他、周囲の状況に照らした

避難行動を示した対応フローチャートや周りの人から情報を取るためのコミュ

ニケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリンク集等を提供。 

 

（略） 

 

第 3 エレベーター内の閉じ込めへの対応 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・早期に閉じ込めの救出がされるよう、エレベーター保守事業者による閉じ込め

救出体制の整備等を進める。 

 

・エレベーターへのＰ波感知型地震時管制運転装置の設置を促進する。 

 

第 4節  被災状況等の把握 

第 1 ヘリ・人工衛星等を活用した緊急調査 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

・災害時情報提供アプリ「Safety tips」について、緊急地震速報及び津波警報、

気象特別警報、噴火速報をプッシュ型で通知できる他、周囲の状況に照らした避

難行動を示した対応フローチャートや周りの人から情報を取るためのコミュニ

ケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリンク集等を提供する。 

 

（略） 

 

第 3 エレベーター内の閉じ込めへの対応 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・早期に閉じ込めの救出がされるよう、閉じ込め救出の担い手の確保等、体制の整

備を進める。 

 

・エレベーターへの地震時管制運転装置の設置を促進する。 

 

第 4節  被災状況等の把握 

第 1 ヘリ・人工衛星等を活用した緊急調査 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 



 
 

－ 11 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（略） 

 

（新規） 

 

 

第 2 全国からのＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが使用する車両（緊急自動車を除く）については、緊急通

行車両として登録するとともに、レンタカー会社やタクシー会社等と利用協定

をあらかじめ締結するなど、迅速な移動手段を確保する。 

 

 

 

（略） 

 

・災害対応にあたる人材の育成や関係機関と連携した広域かつ実践的な防災訓練

の実施、ICT や IOT の活用等により、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの災害対応力向上を

図る。 

（略） 

 

・衛星インターネット装置、モバイル映像伝送装置を全国分散・広域配備すること

により、南海トラフ地震等の大規模地震でも安定した通信確保を図る。 

 

 第 2 全国からのＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが使用する車両（緊急自動車を除く）については、緊急通行

車両として登録する。また、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとして派遣される職員が被災地

で円滑かつ安全に活動できるように、派遣元の本省及び地方整備局等は、物資・

燃料・レンタカー等移動手段・宿泊場所等の活動拠点等を派遣先で確保するた

め、必要に応じて関係機関や民間事業者等と協定等を締結する。 

 

（略） 

 

・災害対応にあたる人材の育成や関係機関と連携した広域かつ実践的な防災訓練

の実施および研修・講習の受講、ICTや IOTの活用等により、ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅの災害対応力向上を図る。 



 
 

－ 12 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員を支援できる民間人材の確保やＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの

活動をマネジメントする機能の強化など、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの体制・機能の

拡充・強化に努める。 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

・様々な状況下において隊員が十分な行動をとれるよう、過去の災害対応の教訓

等を踏まえつつ、通信機器等の隊員の携行品の充実・強化を図る。 

 

 

 

（略） 

 

第 4 被災情報等の統合災害情報システム（ＤｉＭＡＰＳ）への集約と共有 

 

（略） 

 

 

・専門的な知識を有する民間企業等の人材をＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ予備隊員制度に

より募集・採用し、災害時に国家公務員（非常勤職員）として被災地に派遣する

ことにより、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとしての応援体制の強化を図るものとする。 

 

・他の災害応急対策責任者を応援するにあたり、学識経験者をＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅアドバイザーとして委嘱し、高度な技術的助言を得るための体制を整備する

ものとする。 

 

・災害応急対策責任者を支援する組織及び能力を有する法人又は団体と災害協定

等を締結し、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパートナーとして位置付け、ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅと迅速かつ円滑な連携を図るものとする。  

 

・様々な状況下において隊員が十分な行動をとれるよう、過去の災害対応の教訓

等を踏まえつつ、通信機器等の隊員の携行品の充実・強化を図る。 

また、女性隊員も含めてＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員が安心して活動可能な環境を

構築するため、トイレカーの導入等を行う。 

 

（略） 

 

  第 4 被災情報等の統合災害情報システム（ＤｉＭＡＰＳ）への集約と共有 

 

（略） 

 



 
 

－ 13 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

第 5節  被災者の救命・救助 

第 1 沿岸域における被災者の捜索救助活動 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・東日本大震災で得られた教訓や南海トラフ巨大地震で想定される事態を踏ま

え、緊急時対応のための巡視船艇・航空機の整備を進める。 

 

第 2 状況に応じた優先的な道路啓開の実施等 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・ＤｉＭＡＰＳについて、災害情報の自動入力コンテンツを強化するとともに、被

害情報等の集約・共有を半自動化する、被害情報入力プラットフォーム（ＤｉＪ

ＥＳＴ）を開発・導入することにより、省力化を図る。 

 

第 5節  被災者の救命・救助 

第 1 沿岸域における被災者の捜索救助活動 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・大規模災害等が同時に発生した場合であっても対応できる体制の強化を図るた

め、災害対応力を有する巡視船艇・航空機の整備を進める。 

 

第 2 状況に応じた優先的な道路啓開の実施等 

 

（略） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

・自転車やバイク、無人航空機等の多様な手段の活用による現地調査の実施、経

路情報等の収集を行うＩＴＳスポットや可搬型路側機等の増強、SNS 等を用い

た民間から被害情報を収集するシステムの活用、ＥＴＣ２．０や民間が収集し

たプローブデータ、AIWeb カメラの情報等により得た交通情報と地理空間情報

とのデータ連携により、道路の被害状況を効果的かつ効率的に収集・把握し、

災害対応の強化を図る。 

 

（略） 

 

・緊急自動車の通行に支障を及ぼさないよう、優先して開放する踏切の指定に向

けた関係者間の協議や地震後の踏切の状況等に関する情報共有のための緊急連

絡体制整備などの取組を実施する。 

 

 

第 3  陸海空の総合啓開 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

・自転車やバイク、無人航空機等の多様な手段の活用による現地調査の実施、経路

情報等の収集を行うＩＴＳスポットや可搬型路側機等の増強、SNS等を用いた民

間から被害情報を収集するシステムの活用、ＥＴＣ２．０や民間が収集したプロ

ーブデータ、AIWebカメラの情報等により得た交通情報と地理空間情報とのデー

タ連携を図るとともに、人工衛星画像の活用にも取り組み、道路の被害状況を効

果的かつ効率的に収集・把握し、災害対応の強化を図る。 

 

（略） 

 

・緊急車両の通行確保のため、今後、道路啓開計画に位置付けられた道路啓開ルー

ト上の踏切についても、優先して開放する踏切の指定を進める。あわせて、地震

後の踏切の状況等を共有する緊急連絡体制の整備のための取組や、指定した踏

切について関係機関と連携の元、抜本的な対策を講じるための取組を推進する。 

 

第 3  陸海空の総合啓開 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 



 
 

－ 15 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・特に緊急輸送道路等の防災・減災対策として、橋梁耐震対策、斜面崩落防止対

策、沿道建築物の耐震化、避難路・避難階段等の整備、道の駅等の防災拠点化

等を推進する。また、道路の閉塞、電力の供給停止、住宅・建物の損壊等を防

ぐため、無電柱化を推進する。 

 

（略） 

 

・改正災害対策基本法による臨港道路の支障物件撤去について、港湾管理者によ

る応急公用負担権限の行使が円滑に進むよう、道路啓開作業の訓練等を実施す

る。 

 

・改正港湾法に基づく非常災害時の国土交通大臣による港湾施設の管理制度や港

湾管理者、関係機関等と連携した訓練を踏まえ、港湾 BCP の改善を図る等、円

滑な被災地支援体制の構築と社会経済活動の早期回復を図る。 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

・避難路となる緊急輸送道路等の防災・減災対策として、橋梁耐震対策、法面・盛

土の土砂災害防止対策、沿道建築物の耐震化、避難路・避難階段等の整備、道の

駅等の防災拠点化等を推進する。また、道路の閉塞、電力の供給停止、住宅・建

物の損壊等を防ぐため、無電柱化を推進する。 

 

（略） 

 

・災害対策基本法による臨港道路の支障物件撤去について、港湾管理者による応

急公用負担権限の行使が円滑に進むよう、道路啓開作業の訓練等を実施する。 

 

 

・港湾法に基づく非常災害時の国土交通大臣による港湾施設の管理制度や港湾管

理者、関係機関等と連携した訓練を踏まえ、港湾 BCP の改善を図る等、円滑な

被災地支援体制の構築と社会経済活動の早期回復を図る。 

 

・空港における緊急輸送等の早期回復を目的として、空港の耐震等による防災拠

点化を推進するとともに、被災した場合でも空港機能を維持するため所要の資

機材等の確保等を進める。 

 

・国土交通省の保有する車両・資機材の輸送について、自衛隊と連携し、事前に自

衛隊航空機等での運搬の可否を検証し、運搬可能な災害対策用機械を把握する

とともに、輸送機体ごとの固縛要領や電波干渉などを踏まえた輸送可能性の検

証を訓練等を通じて行う。こうした連携強化により、国土交通省の人員・保有す

る資機材の更なる迅速・的確な活用強化を図る。 



 
 

－ 16 － 

 

第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

（略） 

 

第 5  孤立集落等への対応支援 

 

○南海トラフ巨大地震の強い揺れで生じる土砂災害や巨大な津波による道路の寸

断により、山間部や沿岸部の広い範囲で約２，３００の集落が孤立すると想定

されているほか、離島が孤立するおそれがある。 

 そのため、国土交通省は、緊急調査により集落孤立の状況を速やかに把握する

とともに、救命・救助等を実施する自衛隊や消防等に対して的確な情報提供を

行う。また、これらの機関や地方公共団体と調整しつつ、迅速かつ重点的な道

路啓開等に努める。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・地方公共団体等と連携して孤立のおそれがある集落等をあらかじめ抽出し、発

災後の孤立集落調査に向けた事前計画を策定する。 

 

（略） 

 

・離島についても、災害時における孤立防止等のための防災機能の強化を図る。 

 

 

第 6節  被害の拡大防止・軽減 

第 1 複合災害への対応 

 

（略） 

 

第 5  孤立集落等への対応支援 

 

○南海トラフ巨大地震の強い揺れで生じる土砂災害や巨大な津波による道路の寸

断により、山間部や沿岸部の広い範囲で約２，７００の集落が孤立すると想定さ

れているほか、半島・離島が孤立するおそれがある。 

そのため、国土交通省は、孤立集落の状況を把握するため、地方公共団体、警

察、消防、自衛隊等の関係機関からの情報収集に係わる体制を整理するととも

に、これら関係機関と調整しつつ、迅速な道路啓開に努める。 

 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・道路法等に基づく道路啓開計画において、関係機関と孤立集落の情報収集に関

わる体制を整理する。 

 

（略） 

 

・令和６年能登半島地震を踏まえ半島防災の推進を図るとともに、離島について

も、災害時における孤立防止等のための防災機能の強化を図る。 

 

第 6節  被害の拡大防止・軽減 

第 1 複合災害への対応 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・山間地での円滑な応急活動に資するよう、調査資機材や分解型無人重機の配備

等、緊急調査及び応急対策に必要な装備の充実を図る。 

 

 

○大規模地震発生後の長期にわたる復旧・復興期間において、暴風・高潮・大雨・

土砂災害・火山噴火・原子力災害等の他の災害等による複合的な影響が生じ得る

ことが考えられる。 

これらの複合災害は、想定され得る条件が多種多様であり、災害ごとの特性に応

じた対応をできる限り円滑に行うことが基本である。そのため、対応の検討にあ

たっては、災害ごとの対策等の充実を図るとともに、より厳しい想定についても

可能な範囲で考慮していく必要がある。 

 

○二次災害・複合災害として暴風、高潮、大雨、土砂災害、火山噴火等の発生を考

慮し、適切に事前対策を実施するとともに、南海トラフ地震が発生した場合に

は、庁舎、道路、・鉄道等の交通施設、河川・海岸堤防、土砂災害防止施設等の

被害、土砂災害警戒区域等での被害状況、河道閉塞の発生等の有無について、緊

急的に点検・調査・応急対策を行う体制を構築する。 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・山間地での円滑な応急活動に資するよう、調査資機材や分解対応型遠隔施工重

機の配備等、緊急調査及び応急対策に必要な装備の充実を図る。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・関係自治体と連携し、南海トラフ巨大地震及び地震後の降雨等で斜面崩壊等に

よる被害が想定される箇所についてリスク評価を実施する。 

 

 

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第 2 コンビナート火災・油流出等への対応 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

 

・関係自治体と連携し、南海トラフ巨大地震及び地震後の降雨等で斜面崩壊等に

よる被害が想定される箇所について、リモートセンシング（遠隔探査）技術も活

用し、被災エリア全体のリスクの把握、リスク評価を実施する。 

 

（略） 

 

・複合災害に備えるため、国土交通省が管理していない河川等も含めた面的な情

報が必要になると想定されることなどを踏まえ、被災エリア全体のリスクの把

握、地域の安全度評価の実施などについて、国土交通省が都道府県や市区町村に

技術的な支援ができる仕組みを検討する。また、想定される被害が特に甚大な場

合や、時間的な猶予が無い場合などは、国土交通省が積極的にリスク情報の提供

や対策の実施をする仕組みについても検討する。 

 

（略） 

 

第 2 コンビナート火災・油流出等への対応 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

（略） 

 

第 5 被災建築物等応急危険度判定活動 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・発災後、多数の専門家を派遣することが想定されるため、あらかじめ被災建築

物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士の育成等を進めるとともに、派遣計

画を策定する。 

 

（略） 

 

 

第 6  災害対策用機械の大規模派遣 

 

（略） 

 

・災害対策用機械や無人化施工機械を運用する技術者や技能者を確保するととも

に、訓練を行い、技術力や現場対応力を向上させる。 

 

・石油コンビナート等におけるレベル２の津波対策に資するインフラ整備を進め

る。 

 

（略） 

 

第 5 被災建築物等応急危険度判定活動 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・発災後、多数の専門家を派遣することが想定されるため、関係者と連携し、あら

かじめ被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士の育成等を進めると

ともに、派遣計画を策定する。 

 

（略） 

 

 

第 6  災害対策用機械の大規模派遣 

 

（略） 

 

・災害対策用機械や遠隔施工機械を運用する技術者や技能者を確保するとともに、

訓練を行い、技術力や現場対応力を向上させる。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

第 7節  被災した地方公共団体支援 

第 1 リエゾンの派遣 

 

○ 南海トラフ巨大地震では、関東地方から九州地方にかけての広範囲にわたり、

多くの地方公共団体も甚大な被害を受け、防災機能の喪失など、発災直後から

深刻な状況に陥ることが想定される。 そのため、国土交通省は、全国的な組織

を最大限活用し、本省及び全国の地方支分部局から被災した地方公共団体にリ

エゾンを派遣し被害状況を把握するとともに、防災機関としての機能を喪失し

た地方公共団体に代わり、地方公共団体や被災者等のニーズを直接把握し、必

要とされる支援に全力で取り組む。  

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

  

・地方整備局等からのリエゾンの派遣にあたっては、南海トラフ巨大地震におけ

るＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画に基づき、深刻な被害が想定されている地方公

共団体に速やかに派遣するとともに、経験が豊富でその場である程度の判断が

可能な職員を派遣するよう、最大限配慮する。 

 

・本省からのリエゾン派遣にあたっては、事前に、出身地や勤務経験地、過去の

災害対応の経験などの情報も含めた派遣候補者のリストを整理し、発災時に直

ちに職員を派遣することができるように備えておく。 

 

（第 9節へ移動） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・また、公用携帯電話、モバイルパソコン等、現地派遣時に必要となる機器や環

境の整備を事前に行うとともに、派遣職員の宿泊先や移動手段の確保を行う体

制をあらかじめ整えておく。 

 

・気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）を地方公共団体の災害対策本部等に派

遣し、地震活動や気象に関する情報提供、解説を行い、地方公共団体等の防災

対応を支援する。 

 

・東日本大震災から得られた教訓等を踏まえ、被災した地方公共団体や被災者の

ニーズを想定し、当該地方公共団体や関係機関等と連携しつつ、事前計画を策

定しておく。  

 

第 2  情報通信機材等の派遣  

 

○南海トラフ巨大地震におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画に基づき、発災後速

やかに、全国の地方整備局等から衛星通信車、Ku-SAT、i-RAS、公共 BB 等の情

報通信機材を派遣し、被災状況の把握及び地方公共団体等からの要請等に対応

する。 

  

＜平時から準備しておくべき事項＞  

・甚大な被害が想定される地方公共団体については、当該地方公共団体や関係機

関と連携しつつ、情報通信機材を用いた合同訓練や自治体災害時支援台帳の整

備を実施する。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7節  施設等の復旧、被災地域の復興 

第 1 施設等の復旧 

 

○地震の規模が巨大であり、被害も甚大であることから、多数の道路の通行止め

箇所、広範囲にわたる沿岸部での大規模浸水等の長期継続が想定される。 

こうした状況を踏まえ、人口集中地域やサプライチェーン等被災した場合の経

済への影響の大きさ等を考慮しつつ、各施設の被災状況について十分に調査し

た上で、特に重要な地域については重点的・優先的に施設等の本格復旧、緊急排

水等を実施する。 

 

○強い揺れや巨大な津波によって、自動車検査登録に関わるメインシステムの停

止等が発生した場合、多数の水没車両の処理や全国の自動車取引の途絶等、復

旧・復興や我が国の経済活動に長期的な影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、国土交通省は、必要な行政機能・システムを維持できるよう、バック

アップシステムへの切り替え、制度の柔軟な運用、移動自動車相談所の設置等の

対策を実施する。 

 

＜平常時から準備しておくべき事項＞ 

・関係機関とともに、緊急排水計画を策定しておくとともに、必要な装備、資機材

等について、全国からの応援も含め十分に備える。なお、計画策定にあたって

は、作業に活用する現地の道路の構造や被害想定等も十分勘案し、実効性のある

計画にする。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料・資機材の確保にあたっては、平時より備蓄管理を進める。その際、燃料等

の劣化を防ぐため、日常での利活用を含めた備蓄管理の検討等の対策を進める。 

 

・復旧活動を迅速に進めるため、地方支分部局等間の広域支援体制等を構築して

おく。 

 

・サプライチェーンを迅速に確保するため、関係機関が連携して、代替輸送ルート

の設定も含む、災害時の事業継続計画を策定するとともに、必要な災害協定の締

結等を推進する。 

 

・自動車の検査登録業務の機能継続を可能とするため、必要な電源供給等環境整

備の他、研修・訓練等を実施する。更に、メインシステムとバックアップシステ

ムの同時被災を避けるため、施設の耐震性能等の強化や立地地域の見直し等の

取組を進める。 

 

・また、災害規模に応じた自動車の検査登録に関わる特例措置等の実施基準を策

定する他、災害時に迅速な対応が図れるよう、関係機関と調整を進める。 

 

・関係機関と連携し、船舶での燃料輸送等を円滑に行うため、船舶手配に係る情報

管理体制の構築を進める。 

 

・地方管理空港等において、必要に応じ、災害復旧工事やエプロンの利用の調整等

に関する業務を代行できる制度を活用し支援を行うものとする。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急物資等の輸送拠点としての港湾機能の確保等を行うため、港湾法に港湾施

設の応急復旧に他人の土石等を活用可能とする制度（応急公用負担）を規定。 

 

第 2  迅速な復旧に向けた取組 

 

○発災後、一日も早い生活再建に向け、インフラの迅速な復旧が急務であり、「災

害査定の効率化」をはじめとした災害復旧事業の迅速化・効率化の支援を実施す

る。 

そのため、インフラ復旧をより迅速に実施できるよう、被災自治体の支援や民間

事業者等との連携を一層進めていく。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・迅速性が求められる災害復旧や復興において、工事の緊急度や実施する企業の

体制等を勘案し随意契約を含め適切な入札契約方式等を選定する基本的な考え

方を示した「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」を平成２９年

７月に国において策定し、地方公共団体に対しても、ガイドラインを参考とする

よう通知するとともに、地域発注者協議会等を通じて内容を周知する。また、調

査及び設計業務においても同様の措置を講じる。 

 

・近年、激甚化・頻発化する自然災害により、多くの鉄道路線が被災している現状

を踏まえ、RAIL-FORCE による被災状況の把握及び復旧に向けた技術的助言を、

より迅速かつ高度に実施するために RAIL-FORCE隊員の対応能力向上と資機材の

ICT化・高度化を図る。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大規模災害発生時に迅速かつ円滑に災害査定を行うため、平成２９年１月から

運用を開始した「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール

化」について、地方公共団体への説明会の開催により周知を図る。 

 

・地方公共団体におけるデジタル技術の導入を促進し、災害復旧事業を迅速かつ

効率的を実施するため「災害復旧事業における デジタル技術活用の手引き」を

作成。 

 

・ライフライン事業者、道路管理者、鉄道事業者、空港管理者、港湾管理者等は、

ライフライン、インフラの早期復旧のため、要員の確保や資機材の配備、情報提

供方法等をあらかじめ計画しておくなど、復旧体制の充実を図る。 

 

・上下水道は発災後に迅速に復旧できるよう、上下水道システムの基幹施設等の

最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった

対応に努めるものとする。また、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あ

らかじめ体制の構築に努めるものとする。 

 

・道路管理者、鉄道事業者、空港管理者、港湾管理者等は、復旧活動が全体として

できるだけ円滑に進むようにするため、復旧見通し、運行予定等の復旧関連情報

の共有化の促進に加え、復旧要員の確保等により、あらかじめ復旧体制の充実を

図る。 

 

・衛星やドローン、カメラ等を活用して、港湾における災害関連情報の収集・集積

を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復旧等の体制を構築する。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時のがれきや土砂がまちなかに一様に堆積している場合、関係省庁と連携

して、被災地方公共団体が一括撤去できるスキームを活用し、被災者の生活や生

業の早期再建につながるよう支援する。 

 

・被災者の生活再建にあたり、罹災証明書の早期交付のため、住家被害認定調査が

円滑に行われるよう、不動産鑑定士の士業団体等に対し、被災地方公共団体や被

災者等への支援活動を働きかけるものとする。 

 

・令和７年６月に成立した「災害対策基本法等の一部を改正する法律」により改正

された水道法に基づく水道事業者と日本下水道事業団との協定の締結等、水道

施設の復旧体制の充実を推進する。 

 

第 3  迅速な復興に向けた支援 

 

○南海トラフ巨大地震において想定される極めて甚大な被害から早期に復興を遂

げることが可能となるよう、国土交通省は、地方公共団体による復興計画の策定

を支援し、迅速な被災地域の復興を目指す。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・復興まちづくりの主体となる地方公共団体が被災後に、早期かつ的確に復興ま

ちづくりを行えるよう、復興に関する体制や手順の検討などの復興事前準備や

地方公共団体における事前復興まちづくり計画の策定を推進する。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

第 8節  被災者・避難者の生活支援 

第 1 避難者に必要な物資の広域輸送 

 

○南海トラフ巨大地震では、２１０万人～４３０万人の避難者が発生すると想定

されており、避難者への大量の生活支援物資の輸送が重要な課題になると想定

される。 

 そのため、国土交通省は、自動車運送事業者や鉄道事業者、海運事業者、航空

事業者等の協力を得つつ、被災地や避難所への広域的な支援物資の輸送体制を

構築する。 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

 

・災害発生時の迅速な復旧・復興を可能とするため、地方公共団体等を支援して地

籍調査を実施し、土地の境界情報の整備を推進する。 

 

・宿泊施設のキャンセルなど、観光業に深刻な影響が生じた場合に、幅広い関係者

の協力を得ながら、「復旧状況等についての正確な情報発信」等により、風評被

害の払拭に努め、いち早い被災地の復興を観光面から支援する。 

 

第 8節  被災者・避難者の生活支援 

第 1 避難者に必要な物資の広域輸送 

 

○南海トラフ巨大地震では、最大１,２３０万人の避難者が発生すると想定されて

おり、避難者への大量の生活支援物資の輸送が重要な課題になると想定される。 

 そのため、国土交通省は、自動車運送事業者や鉄道事業者、海運事業者、航空事

業者等の協力を得つつ、被災地や避難所への広域的な支援物資の輸送体制を構

築する。 

 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

・物資輸送の上で、極めて重要な施設については、発災後も速やかに活用できる

よう、耐震化、道路の斜面崩落防止対策、耐震補強等の対策を重点的に推進す

る。 

 

（略） 

 

・発災時に円滑に海上輸送ルートの活用が可能となるよう、代替輸送ルートの設

定や代替港湾の利用に係る関係者との体制構築、港湾間の災害協定等を推進す

る。 

 

（略） 

 

・首都圏（有明地区、東扇島地区）、近畿圏（堺泉北港堺２区）、中部圏（三の

丸地区、静岡県庁、名古屋港、県営名古屋空港、富士山静岡空港）においては、

基幹的広域防災拠点等としての機能強化を図るため、定期的に地域ブロック広

域訓練を関係機関と連携して実施するものとする。 

・緊急輸送手段が発災直後から確保可能となるように、地方公共団体と民間物流

事業者との連携・協力体制の構築促進を図る。この際、民間物流事業者の施設及

びノウハウの活用、備蓄物資や応援物資等に関する情報管理の仕組みの整備等

により、緊急輸送・搬送体制を整備するとともに、支援物資の拠点となる民間物

流事業者の施設において非常用電源、非常用通信設備の導入を促進する。 

 

（略） 

 

・物資輸送の上で、極めて重要な施設については、発災後も速やかに活用できるよ

う、耐震化、道路の法面・盛土の土砂災害防止対策、耐震補強等の対策を重点的

に推進する。 

 

（略） 

 

・発災時に海上ルートを活用した円滑な支援が可能となるよう、複数の港湾が相

互に連携し、緊急物資輸送を行うための広域港湾 BCP および港湾 BCP の策定を

推進する。 

 

（略） 

 

・首都圏（有明地区、東扇島地区）、近畿圏（堺泉北港堺２区）、中部圏（三の丸

地区、静岡県庁、名古屋港、名古屋飛行場、静岡空港）においては、基幹的広域

防災拠点等としての機能強化を図るため、定期的に地域ブロック広域訓練を関

係機関と連携して実施するものとする。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

（略） 

 

第 2 避難場所の拡大 

 

○南海トラフ巨大地震では、２１０万人～４３０万人の避難者が発生すると想定

されており、避難場所の確保が重要な課題になると想定される。 

 そのため、国土交通省は、避難場所として位置づけられた都市公園を避難者の

受入先として活用するとともに、民間事業者が所有するホテル・旅館や船舶等

について、民間事業者の協力を得つつ、避難者の受入先としての活用を促進す

る。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・避難受入施設として活用可能な施設を有する民間事業者等と地方公共団体との

間で、利用に関する協定等の締結を支援する。 

 

（第 8節第 4より移動） 

 

（新規） 

 

 

 

（略） 

 

第 2 避難場所の拡大 

 

○南海トラフ巨大地震では、最大１,２３０万人の避難者が発生すると想定されて

おり、避難場所の確保が重要な課題になると想定される。 

 そのため、国土交通省は、避難場所として位置づけられた都市公園を避難者の

受入先として活用するとともに、民間事業者が所有するホテル・旅館や船舶等に

ついて、民間事業者の協力を得つつ、避難者の受入先としての活用を促進する。 

 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

 

（略） 

 

・災害時に、ホテル・旅館等宿泊施設を避難受入施設として迅速に提供できるよう

にするため、宿泊関係団体等と自治体との協定の締結を促す。 

 

・避難所として位置づけられたホテル・旅館等の耐震化を促進する。 

 

第 3  飲料水の確保、支援 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

第 3 生活用水と衛生環境の確保 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・緊急時のトイレ洗浄用水、消防用水等に活用できる水を確保するためにも、 平

時より雨水・再生水の利用を進めるよう必要な支援に努める。また、流域にお

ける地下水マネジメントの取組を推進し、危機時における災害用井戸・ 湧水の

活用を含めた代替水源としての地下水の活用を図るためにも、持続可能な地下

水の保全と利用を推進する。 

 

（略） 

 

 

○給水車の調達について、被災地方公共団体から要請があった場合は、必要に応

じ地方整備局等、関係公共機関の所有する機材を供給するとともに、関係業界団

体等に対し、供給要請を行うものとする。 

 

○必要に応じ、都市公園等内の井戸、耐震性貯水槽の利用について助言を行うも

のとする。  

 

○被災地方公共団体からの要請等に基づき、海洋環境整備船及び浚渫兼油回収船

等を活用した物資輸送や給水支援等を行うものとする。 

 

第 4 生活用水と衛生環境の確保 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・緊急時のトイレ洗浄用水、消防用水等に活用できる水を確保するためにも、平時

より雨水・再生水の利用を進めるよう必要な支援に努める。また、流域における

地下水マネジメントの取組を推進し、危機時における災害用井戸・湧水の活用を

含めた代替水源としての地下水の活用を図るためにも、持続可能な地下水の保

全と平時からの利用を推進する。 

 

（略） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

（新規） 

 

 

第 4 被災者向け住宅等の供給体制の整備 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・応急仮設住宅については、地方公共団体へのマニュアル作成とそれに基づく訓

練の呼びかけや、被災者向け住宅の円滑な確保のための関係団体等と都道府県

との間の災害協定締結を支援する。 

 

・避難所として位置づけられたホテル・旅館等の耐震化を促進する。 

 

第 9節  施設等の復旧、被災地域の復興 

第 1 施設等の復旧 

 

○地震の規模が巨大であり、被害も甚大であることから、多数の道路の通行止め

箇所、広範囲にわたる沿岸部での大規模浸水等の長期継続が想定される。 

こうした状況を踏まえ、人口集中地域やサプライチェーン等被災した場合の経

済への影響の大きさ等を考慮しつつ、各施設の被災状況について十分に調査し

た上で、特に重要な地域については重点的・優先的に施設等の本格復旧、緊急

排水等を実施する。 

 

・災害時におけるより快適なトイレ環境確保のための「マンホールトイレの整備

促進」「建設現場における快適トイレの普及」等を行う。 

 

第 5 被災者向け住宅等の供給体制の整備 

 

（略） 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・応急仮設住宅については、関係団体等に関する情報提供や地方公共団体への連

携を促進する。 

 

 

（第 8節第 2へ移動） 

 

（第 7節へ移動） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

○強い揺れや巨大な津波によって、自動車検査登録に関わるメインシステムの停

止等が発生した場合、多数の水没車両の処理や全国の自動車取引の途絶等、復

旧・復興や我が国の経済活動に長期的な影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、国土交通省は、必要な行政機能・システムを維持できるよう、バッ

クアップシステムへの切り替え、制度の柔軟な運用、移動自動車相談所の設置

等の対策を実施する。  

 

＜平常時から準備しておくべき事項＞ 

・関係機関とともに、緊急排水計画を策定しておくとともに、必要な装備、資機

材等について、全国からの応援も含め十分に備える。なお、計画策定にあたっ

ては、作業に活用する現地の道路の構造や被害想定等も十分勘案し、実効性の

ある計画にする。 

 

・燃料・資機材の確保にあたっては、平時より備蓄管理を進める。その際、燃料

等の劣化を防ぐため、日常での利活用を含めた備蓄管理の検討等の対策を進め

る。 

 

・復旧活動を迅速に進めるため、地方支分部局等間の広域支援体制等を構築して

おく。 サプライチェーンを迅速に確保するため、関係機関が連携して、代替輸

送ルートの設定も含む、災害時の事業継続計画を策定するとともに、必要な災

害協定の締結等を推進する。 

 

・自動車の検査登録業務の機能継続を可能とするため、必要な電源供給等環境整

備の他、研修・訓練等を実施する。更に、メインシステムとバックアップシス
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

テムの同時被災を避けるため、施設の耐震性能等の強化や立地地域の見直し等

の取組を進める。 

 

・また、災害規模に応じた自動車の検査登録に関わる特例措置等の実施基準を策

定する他、災害時に迅速な対応が図れるよう、関係機関と調整を進める。 

 

・関係機関と連携し、船舶での燃料輸送等を円滑に行うため、船舶手配に係る情

報管理体制の構築を進める。  

 

第 2  迅速な復旧に向けた取組 

 

○発災後、一日も早い生活再建に向け、インフラの迅速な復旧が急務であり、「災

害査定の効率化」をはじめとした災害復旧事業の迅速化・効率化の支援を実施

する。 そのため、インフラ復旧をより迅速に実施できるよう、被災自治体の支

援や民間事業者等との連携を一層進めていく。  

 

＜平時から準備しておくべき事項＞  

・迅速性が求められる災害復旧や復興において、工事の緊急度や実施する企業の

体制等を勘案し随意契約を含め適切な入札契約方式等を選定する基本的な考え

方を示した「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」を平成２９

年７月に国において策定し、地方公共団体に対しても、ガイドラインを参考と

するよう通知するとともに、地域発注者協議会等を通じて内容を周知する。ま

た、調査及び設計業務においても同様の措置を講じる。 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員を支援できる民間人材の確保やＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの

活動をマネジメントする機能の強化など、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの体制・機能の

拡充・強化に努める。 

 

・大規模災害発生時に迅速かつ円滑に災害査定を行うため、平成２９年１月から

運用を開始した「大規模災害時の災害査定の効率化（簡素化）及び事前ルール

化」について、地方公共団体への説明会の開催により周知を図る。 

 

・被災した鉄道路線の早期運転再開に向け、道路・河川等関係者と連携した取組

を行うための体制を整備する。 

 

第 3  迅速な復興に向けた支援 

 

○南海トラフ巨大地震において想定される極めて甚大な被害から早期に復興を遂

げることが可能となるよう、国土交通省は、地方公共団体による復興計画の策

定を支援し、迅速な被災地域の復興を目指す。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・地方公共団体が発災後、迅速に復興計画を策定できるよう、東日本大震災にお

ける課題等を収集し、共有するなど事前の取組を進める。 

 

・復興まちづくりの主体となる地方公共団体が被災後に、早期かつ的確に復興ま

ちづくりを行えるよう、復興に関する体制や手順の検討などの復興事前準備の

取組を推進する。  
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

・宿泊施設のキャンセルなど、観光業に深刻な影響が生じた場合に、幅広い関係

者の協力を得ながら、「復旧状況等についての正確な情報発信」等により、風

評被害の払拭に努め、いち早い被災地の復興を観光面から支援する。 

 

第 4  担い手の確保・育成 

 

○災害時に「地域の守り手」としての役割を果たすために、平時から建設業や、

地質調査業、測量業及び建設コンサルタントの担い手を確保しておくことが重

要であり、将来の担い手確保・育成を図るため、長時間労働の是正及び週休２

日の実現などの働き方改革、技能労働者の処遇改善、生産性向上に向けた取組

や地域建設業の受注機会の確保等を進めていく。  

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・令和６年６月に成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、処遇改善や働き方改革、生

産性向上の取組を推進する。 

 

・令和６年３月に中央建設業審議会が改定した「工期に関する基準」について、

公共工事・民間工事問わず、周知徹底を図る。 

 

・実勢を反映した設計労務単価や設計業務委託等技術者単価の設定などによる適

切な賃金水準の確保及び国庫債務負担行為や早期発注・繰越制度の活用による

 

 

 

 

 

（第 12節第 4へ移動） 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

施工時期等の平準化のほか、社会保険への加入促進や、学校での出前授業や建

設業の魅力を伝えるポータルサイトによる情報発信等の取組を推進する。 

 

・業界と連携し、技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積し適正な評価

と処遇につなげる建設キャリアアップシステムの普及・活用、建設現場の生産

性向上を図る「iConstruction」の深化等の取組を推進する。 

 

・公共工事の発注においては、分離分割発注の徹底や地域要件の設定を行うとと

もに、総合評価落札方式において、災害協定の締結状況や地方公共団体におけ

る工事の受注実績を評価し加点を行う等、地域企業の受注機会を確保する取組

を実施する。 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9節  被災した地方公共団体支援  

第 1  リエゾンの派遣 

 

○南海トラフ巨大地震では、関東地方から九州地方にかけての広範囲にわたり、

多くの地方公共団体も甚大な被害を受け、防災機能の喪失など、発災直後から深

刻な状況に陥ることが想定される。 

そのため、国土交通省は、全国的な組織を最大限活用し、本省及び全国の地方支

分部局から被災した地方公共団体にリエゾンを派遣し被害状況を把握するとと

もに、防災機関としての機能を喪失した地方公共団体に代わり、地方公共団体や

被災者等のニーズを直接把握し、必要とされる支援に全力で取り組む。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 
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第 3編 地震災害対策編   

修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方整備局等からのリエゾンの派遣にあたっては、南海トラフ巨大地震におけ

るＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画に基づき、深刻な被害が想定されている地方公

共団体に速やかに派遣するとともに、経験が豊富でその場である程度の判断が

可能な職員を派遣するよう、最大限配慮する。 

 

・本省からのリエゾン派遣にあたっては、事前に、出身地や勤務経験地、過去の災

害対応の経験などの情報も含めた派遣候補者のリストを整理し、発災時に直ち

に職員を派遣することができるように備えておく。 

 

・また、公用携帯電話、モバイルパソコン等、現地派遣時に必要となる機器や環境

の整備を事前に行うとともに、派遣職員の宿泊先や移動手段の確保を行う体制

をあらかじめ整えておく。 

 

・気象庁防災対応支援チーム（ＪＥＴＴ）を地方公共団体の災害対策本部等に派遣

し、地震活動や気象に関する情報提供、解説を行い、地方公共団体等の防災対応

を支援する。 

 

・被災した地方公共団体や被災者のニーズを想定し、当該地方公共団体や関係機

関等と連携しつつ、事前計画を策定しておく。 

 

第 2  情報通信機材等の派遣 
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第 10節  強い揺れへの備え 

第 1 住宅、建築物、宅地の耐震化等 

 

（略） 

 

・住宅・建築物については、不特定多数の者が利用する大規模建築物、地方公共

団体の指定する避難路沿道建築物、防災拠点建築物に対する耐 震診断の義務づ

け等を内容とする「建築物の耐震改修の促進に関する法 律」や、耐震化に係る

支援の充実により、耐震性の不足する住宅や耐震診 断義務付け対象建築物の解

消を促進する。 

 

（略） 

 

○南海トラフ巨大地震におけるＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画に基づき、発災後速

やかに、全国の地方整備局等から衛星通信車、Ku-SAT、i-RAS、公共 BB等の情報

通信機材を派遣し、被災状況の把握及び地方公共団体等からの要請等に対応す

る。 

 

＜平時から準備しておくべき事項＞ 

・甚大な被害が想定される地方公共団体については、当該地方公共団体や関係機

関と連携しつつ、情報通信機材を用いた合同訓練や自治体災害時支援台帳の整

備を実施する。 

 

第 10節  強い揺れへの備え 

第 1  住宅、建築物、宅地の耐震化等 

 

（略） 

 

・住宅・建築物については、不特定多数の者が利用する大規模建築物、地方公共団

体の指定する避難路沿道建築物、防災拠点建築物に対する耐震診断の義務づけ

等を内容とする「建築物の耐震改修の促進に関する法律」や、耐震化に係る支援

の充実により、耐震性の不十分な住宅や耐震診断義務付け対象建築物の解消を

促進する。 

 

（略） 
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・エレベーターについては、閉じ込め防止対策として、Ｐ波感知型地震時管制運

転装置の設置を促進する。 

 

・天井の脱落防止、エスカレーターの落下防止のための基準強化、既存建築物の

改修の促進により、建築物の非構造部材の耐震化を促進する。 

 

・宅地については、大規模な盛土造成地の地すべりや崩壊のおそれのある区域を

特定し、住民に広く情報提供するとともに、液状化対策を含めた総合的な宅地

の耐震対策を推進する。 

 

・地震動による液状化のリスクが相対的に高い地域を把握し、これを応急対策に

かかる計画に反映するとともに、これらを基にしたハザードマップを作成、公

表することにより液状化に対する住民の防災意識向上を図る。 

 

（略） 

 

第 2 公共施設の耐震化等 

 

（略） 

 

・地震の強い揺れに伴う堤防や水門等の沈下・損傷により生ずる洪水・高潮によ

る浸水被害、津波の遡上等から地域を守るため、海岸・河川堤防、水門・樋門、

排水施設等について、地盤の改良等の耐震・液状化対策を推進する。 

 

・エレベーターについては、閉じ込め防止対策として、地震時管制運転装置の設置

を促進する。 

 

・天井の脱落防止、エスカレーターの落下防止のための既存建築物の改修の促進

により、建築物の非構造部材の耐震化を促進する。 

 

・宅地については、大規模な盛土造成地の滑動崩落のおそれのある区域を抽出し、

住民に広く情報提供するとともに、液状化対策を含めた総合的な宅地の耐震対

策を促進する。 

 

・地震動による液状化のリスクが相対的に高い地域を把握し、液状化ハザードマ

ップを作成、公表する取組を促進することにより、住民等の関係者間のリスクコ

ミュニケーションの充実を図る。 

 

（略） 

 

第 2 公共施設の耐震化等 

 

（略） 

 

・地震の強い揺れに伴う堤防や水門等の沈下・損傷により生ずる洪水・高潮による

浸水被害、津波の遡上等から地域を守るため、海岸・河川堤防、水門・樋門、排

水施設等について、地盤改良等の耐震・液状化対策を推進する。 
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（略） 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

 

（略） 

 

（新規） 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

・地震発生時において、ダム等の機能不全による下流での二次災害の発生を防止

するため、ダム等管理設備の耐震化を実施する。 

 

・高層ビル、地下街、百貨店、ターミナル駅等の不特定多数の者が利用する施設で

は、施設被害に伴う死傷者が発生しないよう、施設・設備の耐震化、火災対策、

浸水対策及び落下物防止対策を促進する。 

 

・地下街等防災推進計画に基づく耐震対策が未完了の地下街における耐震対策を

推進し、地下街の倒壊に伴う閉じ込めを防ぐ。 

 

・災害時に系統電力が停止した場合にも一時避難施設や公共施設等の機能を維持

するため、建物所有者間等の連携したエネルギー導管、エネルギー供給施設等の

整備を推進する。 

 

（略） 

 

・上下水道システムの「急所」となる施設の耐震化や避難所等の重要施設に接続す

る上下水道管路の一体的な耐震化等を推進する。 

 

（略） 
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（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

（新規） 

 

（略） 

 

・標識等の劣化状況に基づく緊急的かつ計画的保全工事及び耐震・耐波浪対策の

計画的な実施をする。 

 

（略） 

 

第 3 地震観測の充実及び情報の発表と長周期地震動対策 

 

（略） 

 

（新規） 

 

○南海トラフ沿いの地震活動や地殻活動を観測するための体制、並びに異常な現

象を観測した際に南海トラフ地震臨時情報等を適時・的確に発表するための体

制を維持するものとする。 

・港湾においては、耐震強化岸壁に加え臨港道路、航路・泊地等の一連の施設につ

いて、耐震化・液状化対策等により災害時の健全性の確保を図る。 

 

・空港における護岸の嵩(かさ)上げや排水機能の強化等の浸水対策や空港無線施

設等（建物）の津波・高潮等の安全対策を行う。 

 

・耐災害性の強化が必要な海上保安施設等について、改修を行う。 

 

（略） 

 

・航路標識等の劣化状況に基づく緊急的かつ計画的保全工事を実施する。 

 

 

（略） 

 

第 3 地震観測の充実及び情報の発表と長周期地震動対策 

 

（略） 

 

〇地震観測施設の耐災害性の強化を図る。 

 

○南海トラフ沿いの地震活動や地殻変動を観測するための体制、並びに異常な現

象を観測した際に南海トラフ地震臨時情報等を適時・的確に発表するため体制

を維持するものとする。 
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修正前 修正後 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

（略） 

 

・発災直後の初動対応のため、長周期地震動に関する観測情報を発表する。また、

長周期地震動の予報の発表に向けた取組を進める。 

 

・既存の超高層建築物等のうち長周期地震動による影響が大きいものへの対策の

検討を進める。 

 

 

第 4 火災対策 

○南海トラフ巨大地震による強い揺れや巨大な津波により大規模な火災が発生

し、最大で約７５万棟が焼失すると想定されている。 

 

（略） 

 

第 5 土砂災害対策 

 

○ひずみ計や海底基準局を用いた海底地殻変動観測等の海域の観測網をはじめと

した、南海トラフ沿いでの地震活動及び地殻変動等のモニタリングに必要な観

測網の維持・強化を行う。 

 

○災害発生時においてもデータ品質を維持し安定的に運用するために、電子基準

点網等の耐災害性強化対策を推進する。 

 

（略） 

 

・長周期地震動による被害の可能性がある場合も緊急地震速報を発表する。また、

発災直後の初動対応のため、長周期地震動に関する観測情報を発表する。 

 

・超高層建築物等に対して、南海トラフ地震による長周期地震動が想定されるエ

リアにおいて、長周期地震動の影響を考慮した安全性検証を求め、対策を進め

る。 

 

第 4 火災対策 

○南海トラフ巨大地震による強い揺れや巨大な津波により大規模な火災が発生

し、最大で約７６.７万棟が焼失すると想定されている。 

 

（略） 

 

第 5 土砂災害対策 
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（略） 

 

・南海トラフ巨大地震等により発生する土砂災害への対応を強化するため、「大

規模土砂災害対策技術センター」において大学等関係機関と連携し、大規模土

砂災害に対する調査研究を推進する。 

 

第 11節  巨大な津波への備え 

第 1 避難路・避難場所の確保等 

 

○南海トラフ巨大地震では、襲来する巨大な津波により、最大で約２２．４万人

が死亡すると想定されている。 

 そのため、こうした深刻な被害から国民を守るため、深刻な被害を受ける施設

や地域においては、対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底しつつ、戦略

的に対策を推進する。 

 

（略） 

 

・特に、高台等が近くにない、避難困難地域における津波避難ビル、津波避難タ

ワーの整備を促進する。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

・また、地震後の土砂災害による二次災害防止及び復旧・復興を図るため、土木・

建設関係事業者と連携して、被害状況把握、 土砂災害発生に備えた重機や機材

の確保等の応急対策の実施体制を構築する。 

 

第 11節  巨大な津波への備え 

第 1 避難路・避難場所の確保等 

 

○南海トラフ巨大地震では、襲来する巨大な津波により、最大で約２１.５万人が

死亡すると想定されている。 

 そのため、こうした深刻な被害から国民を守るため、深刻な被害を受ける施設

や地域においては、対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底しつつ、戦略的

に対策を推進する。 

 

（略） 

 

・特に、高台等が近くにない、避難困難地域における津波避難ビル、津波避難タワ

ーの整備を促進する。 

なお、津波避難ビル・津波避難タワーの整備・機能向上にあたっては、自治体が

行う津波避難タワー等の整備と一体となって行う避難環境維持のための施設整

備（非常用発電設備、備蓄倉庫、非常用照明、空調設備、停電時の通信確保等）

に対して支援する。 
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（略） 

 

・避難路沿道建築物及び避難所となる施設の耐震化を促進する。 

 

（略） 

 

・海底地形データの提供により、自治体等のハザードマップ等作成を支援すると

ともに、地震により発生が予測される津波の挙動を図示した津波防災情報図を

整備・提供することで、船舶の津波対策や避泊水域の検討など、港湾内の船舶

の津波防災対策を支援する。 

 

（略） 

 

・住民等の避難に資するよう、津波警報等及び津波観測情報を引き続き迅速かつ

的確に提供するとともに、海域の地震観測データを活用することによる緊急地

震速報の迅速化・高精度化に取り組む。 

 

・部局横断的な地域支援体制を構築し、避難路・避難場所等の整備を含めた背後

地が一体となった津波防災地域づくりや避難場所としての高規格堤防の整備を

重点的に推進する。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

・避難路沿道建築物及び避難所として位置づけられた施設の耐震化を促進する。 

 

（略） 

 

・海底地形データの提供により、自治体等のハザードマップ等作成を支援する。 

 

 

 

 

（略） 

 

・住民等の避難に資するよう、海域の地震・津波観測データも活用しながら、緊急

地震速報、津波警報等及び津波観測情報を引き続き迅速かつ的確に提供すると

ともに、その高精度化に取り組む。 

 

・部局横断的な地域支援体制を構築し、避難路・避難場所等の整備を含めた背後地

が一体となった津波防災地域づくりや緊急避難場所等にもなる高台まちづくり

の整備を推進する。 

 

（略） 
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第 2 津波防災地域づくりの推進 

 

（新規） 

 

 

 

 

〇津波防災地域づくりに関する法律のフォローアップ等を踏まえ、津波防災地域

づくりを一層推進するため、本省・地方整備局等の関連部局が一体となり支援

する体制を構築。 

 

（略） 

 

第 3 津波浸水を軽減させる河川管理施設の整備等 

 

（略） 

 

（新規） 

 

 

（略） 

 

第 6 被災想定地域における土地境界の明確化の推進 

 

第 2 津波防災地域づくりの推進 

 

〇津波による甚大な人的被害、住宅・インフラ、経済被害等を減少するためには、

将来的なまちづくりと連携した津波浸水そのものを低減させるためのソフト対

策・ハード対策を効果的に組み合わせることが重要であり、総合的な対策の充

実・強化を図る。 

 

〇津波防災地域づくりに関する法律のフォローアップ等を踏まえ、推進計画や津

波災害警戒区域の指定を推進するため、本省・地方整備局等の関連部局が一体と

なり支援する体制を構築する。 

 

（略） 

 

第 3  津波浸水を軽減させる河川管理施設の整備等 

 

（略） 

 

・地震時の浸水被害軽減のため、水防体制の強化並びに排水ポンプ、水門等の排水

施設や非常用発電装置等の整備及び耐震化・耐水化を進める。 

 

（略） 

 

第 6 被災想定地域における土地境界の明確化の推進 
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○迅速な復旧・復興や円滑な防災・減災事業の実施のため、地方公共団体等を支

援して地籍調査を積極的に推進するとともに、国が被災想定地域において重点

的に官民境界の基礎的な情報を整備する。 

 

第 12節  防災力強化に向けた日頃からの備え 

第 1  防災訓練 

 

（略） 

 

・改正災害対策基本法による臨港道路の支障物件撤去について、港湾管理者によ

る応急公用負担権限の行使が円滑に進むよう、道路啓開作業の訓練等を実施す

る。 

 

（略） 

 

第 2 防災教育の推進 

 

○NPO、ボランティア等と連携し、職場、自治会等で地域防災講座の実施など、地

域における防災教育を支援する。この際、出前講座を活用するとともに、災害

記録の整理等を通じた教材等の開発及び情報提供などの支援を合わせて行う。 

 

 

 

・災害時の写真や動画等の提供、出前講座の実施などを推進。 

○円滑な防災・減災事業の実施や災害発生時の迅速な復旧・復興を可能とするた

め、地方公共団体等を支援して地籍調査を実施し、土地の境界情報の整備を推進

する。 

 

第 12節  防災力強化に向けた日頃からの備え 

第 1  防災訓練 

 

（略） 

 

・災害対策基本法による臨港道路の支障物件撤去について、港湾管理者による応

急公用負担権限の行使が円滑に進むよう、道路啓開作業の訓練等を実施する。 

 

 

（略） 

 

第 2 防災教育の推進 

 

○インフラ整備の重要性の理解促進や住民の防災意識や早期避難意識の向上に資

するため、NPO、ボランティア等と連携し、職場、自治会等で地域防災講座の実

施など、地域における防災教育を支援する。この際、出前講座を活用するととも

に、災害記録の整理等を通じた教材等の開発及び情報提供などの支援を合わせ

て行う。 

 

（削除） 
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修正前 修正後 

 

・特に学校においては、指導計画等の作成支援や授業に活用できる素材や手引き

等の提供を実施。 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

○被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、

円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務、円滑な水防活動等に資するた

め、砂防ボランティア、地すべり防止工事士、斜面判定士、被災建築物応急危

険度判定士、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団等の人材の確

保、育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援する

ものとする。 

 

（新規） 

 

 

（略） 

 

（第 9節第 4より移動） 

 

・特に学校においては、児童・生徒の防災意識の向上と教員による授業の後押しの

ため、学習指導要領における学習の単元ごとに対応した指導計画等の作成支援

や各地域での授業に活用できる素材や手引き等の提供を実施する。 

 

・防災学習ポータルサイト・防災教育ポータルサイトにて様々な防災に関する写

真･動画、地域での取組の良事例の紹介を行うとともに、デジタル教材やデジタ

ルマップ等を用いて児童・生徒の学習を支援する方法の具体例の提示や、類似す

るコンテンツをまとめて整理する等、ユーザー（教員・児童・生徒等）の利便性

向上にむけた改良を行う。 

 

（第 12節第 4へ移動） 

 

 

 

 

 

 

〇地形分類を整備・公表することにより、地域の自然災害リスク情報を周知し、国

民の防災意識の醸成を進める。 

 

（略） 

 

第 4 担い手の確保・育成 
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修正前 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時に「地域の守り手」としての役割を果たすために、平時から建設業や、地

質調査業、測量業及び建設コンサルタントの担い手を確保しておくことが重要

であり、将来の担い手確保・育成を図るため、長時間労働の是正及び週休２日の

実現などの働き方改革、技能労働者の処遇改善、生産性向上に向けた取組や地域

建設業の受注機会の確保等を進めていく。 

 

○実勢を反映した設計労務単価や設計業務委託等技術者単価の設定などによる適

切な賃金水準の確保及び国庫債務負担行為や早期発注・繰越制度の活用による

施工時期等の平準化のほか、社会保険への加入促進や、学校での出前授業や建設

業の魅力を伝えるポータルサイトによる情報発信等の取組を推進する。 

 

○令和６年６月に成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、処遇改善や働き方改革、生産

性向上の取組を推進する。 

 

○令和６年３月に中央建設業審議会が改定した「工期に関する基準」について、 

公共工事・民間工事問わず、周知徹底を図る。 

 

○業界と連携し、技能者の就業履歴や保有資格を業界横断的に蓄積し適正な評価

と処遇につなげる建設キャリアアップシステム及び、建設現場の生産性向上を

図る「i-Construction2.0」の取組を推進する。 
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修正前 修正後 

 

 

 

 

 

（第 12節第 2より移動） 

 

 

 

 

 

 

（新規） 

○公共工事の発注においては、分離分割発注の徹底や地域要件の設定を行うとと

もに、総合評価落札方式において、災害協定の締結状況や地方公共団体における

工事の受注実績を評価し加点を行う等、地域企業の受注機会を確保する取組を

実施する。 

 

○被災した公共土木施設、土砂災害、民有施設等の被害情報の迅速な収集・点検、

円滑な災害応急対策や災害復旧事業の査定事務、円滑な水防活動等に資するた

め、砂防ボランティア、地すべり防止工事士、斜面判定士、被災建築物応急危険

度判定士、防災エキスパート、被災宅地危険度判定士、水防団等の人材の確保、

育成及び活用を図るとともに、公的な機関等による研修の参加を支援するもの

とする。 

 

○自治体支援の拡充のため、地震発生後の大雨時等における自治体の避難情報の

発令判断等に助言・支援できる気象防災アドバイザーを育成する。 

 

 
 

以上 


